
            

納付書には、

「納期限」と「指定期限」がございます。

〇「納期限」はその税金を納めるべき期日です。

〇「指定期限」はコンビニ等での納付が可能な利用期限です。

※「納期限」を超過した場合、経過日数に応じて延滞金が加算されること

がありますので、必ず納期限内にご納付ください。

　納期限後納付により延滞金が発生した場合には別途延滞金の納付が必要

になります。

【令和８年度固定資産税・都市計画税　納期限】

第１期 第２期 第３期 第４期

納期限 6月1日 7月31日 9月30日 12月25日

【問い合わせ先】

大東市総務部納税債権課

☎072-870-0421（直通）

・課税について

大東市総務部課税課

☎072-870-0419（直通）

・納付について

指定期限は納期限ではあ

りません。

こちらに記載の納期限ま

でにお支払いください。

指定期限は納期限では

ありません。

ご注意ください

納付書見本


